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第１章 基本的な考え方 

１ 地域として大事にしたいこと 

① 災害から安久地区の町民の命、財産を守り、被害を最小限にすべく平常時から 

安心・安全の絆を深める事に資する。 

② 災害時 3 原則 

    自助・・・・自ら（家族）の命は自ら（家族）が守る 

    共助・・・・自らの地域は皆で守る 

    公助・・・・行政による助けだが早急には期待しがたい 

 

（１）作成主体 

  安久自主防災会（2021 年 12 月現在） 

   人口 2032 人（男 1006、女 1026）   世帯数 ８７２ 

（２）対象地区の範囲 

  この計画の範囲は「三島市安久町内会」とします。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   阪神淡路大震災における救出活動の実例 

 阪神淡路大震災にお

いて、神戸市内で生き埋

めや閉じ込められた際

に誰に救助されたかを

調査したものです。 

 大きな災害では、自

助・共助の力が大勢の命

を救うことにつながる

ことを示しています。 



6 

 

２ 計画の位置づけ 

（１）作成主体 

  安久自主防災会 

（２）対象地区の範囲 

  この計画の範囲は「三島市安久町内会」とします。 

 

 

 地区防災計画の法的な位置づけ 

 平成 25 年の災害対策基本法改正に 

より、同法第 42 条第 3 項に一定の地 

区内の居住者が「地区防災計画」を定 

めることができる規定が設けられました。 

 併せて、同法第 42 条の 2 に地区居住者等は、市町村地域防災計画に地区防災計画を定

めることを提案することができる旨も規定されました。  

国：防災基本計画 

県：静岡県地域防災計画 

市：三島市地域防災計画 

地域：安久地区防災計画 
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第２章 地区の特性 

１ 地区の特性 

（１）自然特性 

・安久地区は東側に大場川・御殿川、西側に狩野川があり、南西側約 2km 先 

でこの両河川が合流して１級河川の狩野川本流となる。 

・位置は三島市南部地域中郷地区に有し東近隣は函南町があります。 

          

 
 

 

（２）人口・世帯数                （２０２１年１２月現在） 

人口 ２０３２人（男１００６人 女１０２６人 ） 

世帯数 ８７６世帯 

 

２ 対象となる災害 

地震 「三島市地震防災マップ」のとおり 

最大震度 ６強 

全壊率 １０％～１５％未満 

液状化 全域で想定あり 
 

洪水 浸水深 0.5ｍ～５.0ｍ（三島市洪水ハザードマップ参照） 

内水氾濫 三島市水害ハザードマップ参照     

土砂災害 該当箇所無し 

 

           

 

 

 



8 
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３ 共有しておきたい地域の情報 

（１）地域の資源 （公民館洋間ステージに災害状況マップ表記済） 

       公民館          外応急貯水栓（場所：駿豆水道中島浄水場） 

                          （場所：北沢低区配水場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火栓・防火水槽位置図  

 

 

 

 

 

 

秋山 

【公民館などの写真を貼付け】 
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（２）危険な箇所 

   用水路、ブロック塀、136 号横断 

 

 

  

 

 

 

               

 

 

米久横交差点 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

13 組を南北に走る用水路 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

安久セブンイレブン交差点 

        

 

 

 

 

 

 

   

 

ブロック塀 

 

 

 

田（避難誘導班） 

【危険な個所の写真を貼付け】 
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第３章 自主防災組織の体制 

１ 自主防災組織の体制 

安久自主防災組織は、基本的に町内会長を中心として、町内会役員と自主防災会がサポ

ートする組織体制で対処します。下図（図 1）のような班構成となっています。また、中

郷西中学校避難所（広域避難所）では下図（図 2）のような避難所運営組織図で運営いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

班長     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

防災組織のメンバーは本年度の町内会報による 

          

             （図１） 

情報・啓発班 

班長    

 

 

消火各組・生活班 

班長   

救出・救助班 

班長 

   

衛生・救護班 

班長     

要配慮者班 

班長 

安全点検・防犯班 

班長   

町内会長 

氏 名  

住 所  

電 話  

ＦＡＸ  

副会長 

氏 名  

住 所  

電 話  

氏 名  

住 所  

電 話  

避難誘導班 

班長 

 

防災委員長 

氏 名  

住 所  

電 話  

 
副防災委員長 

氏 名  

電 話  

氏 名  

電 話  

電 話 977-1970 

物資班 

班長   



12 

 

＊確認事項
　本部長は1年交替 班長 自治会名 氏名

自治会名
氏名 指名協議員
TEL

班長 自治会名 氏名
自治会名
氏名 協議員
TEL

班長

自治会名 安久 班長 自治会名 氏名
氏名　前年度町内会長 自治会名
TEL 氏名 協議員

TEL

班長 自治会名 氏名
自治会名
氏名 協議員

自治会名 TEL
氏名
TEL

班長 自治会名 氏名
自治会名
氏名　環境担当副会長
TEL

校長 自治会名 班長 自治会名 氏名
教頭 氏名 自治会名
TEL TEL 氏名 保健委員

TEL

班長 自治会名 氏名
自治会名
氏名 民生委員
TEL

班長 自治会名 氏名
自治会名
氏名 婦人部長
TEL

班長 自治会名 氏名
自治会名
氏名 民生委員
TEL

注：本部長・各班の班長は松本と1年交替となる
　　本部長が安久担当の場合は防災副委員長、各班の班長が安久の場合、記載の役員が担当する
　　安久の各班の班員は、安久の自主防災本部と連携して班員を指名・派遣する

本部長

中郷西中学校避難所運営組織図

総務班 班員

避難者管理班 班員

市現地配備員

副本部長 情報班 班員

食料・物資班 班員

施設管理 班員

学校 副本部長 保健・衛生班 班員

要配慮者支援班 班員

女性班 班員

ボランティア班 班員

中郷西中学校の避難場所の担当組織図 (地震災害時の組織図) 

御園・長伏も水害時には中郷西中学校が避難場所になる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （図２） 
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２ 各班における災害時・平常時の役割班 

班 名 災害時 平常時 

会 長 ( 副 会 長 ) 

・自主防災活動の指揮 

・自主防災本部の運営(会長の補佐･

代理)防災委員長との連帯 

・本組織の代表としての各班の活動の総括

(会長の補佐･代理) 

防 災 委 員 長 

副 〃  

防災委員    

・会長の補佐、各班の統括 

・自主防災本部の設置 

・避難行動要支援者名簿、世帯台帳、

人材台帳の用意 

・避難所の立上げ 

・各組長.班員への指示 

・防災訓練の企画 

・地域の自主防災地図の作成 

・自主防災組織編成表の作成 

・世帯台帳･人材台帳の作成 

・防災資機材の整備計画の作成 

・避難所運営基本マニュアルの周知 

情 報 ･ 啓 発 班 

・地域の被害状況の把握・伝達 

・ 市災害対策本部からの情報伝達 

・デマ防止 

・避難所運営本部との連絡調整 

・他自主防災組織との連絡調整、連携 

・市災害対策本部への被害報告 

・防災知識の普及、啓発 

・自主防災活動の情報収集 

・安否確認(黄色いハンカチ作戦等)の 

啓発 

消 火 ･ 生 活 班 

・出火場所の確認 

・ 消火活動人員の割振り、活動指示 

・消防署への連絡 

・炊き出し及び食料の調達 

・ 飲料水･生活必需品等の調達･配分 

・在宅避難者の支援 

・消火器・可搬式消防ﾎﾟﾝﾌﾟの使用方法の指

導 

・消火訓練の実施 

・感震ブレーカー設置の周知 

・非常持出品の広報啓発 

・炊き出し用具の備蓄 

救 出 ・ 救 助 班 

・要救出者の確認 

・救出人員の割振り･救出指示 

・救出用資機材の調達と整備 

・救助技術の習得 

・救出・救助訓練の実施 

衛 生 ・ 救 護 班 

・搬送人員の割振り 

・重傷者･中等症者の搬送 

・軽症者の応急処置 

・食中毒･伝染病の予防 

・し尿処理対策の実施 

・ごみの収集所の管理 

・応急手当や衛生知識の普及 

・トイレ対策の啓発 

・ごみ処理対策の検討 

・ＡＥＤ訓練、計画主導 

・トリアージ訓練、計画主導 

避 難 誘 導 班 

・避難誘導の指揮 

・安否確認情報の収集 

・安否不明者の取りまとめ 

・ 在 宅 避 難 者 の 把 握 担 当 役 員 に    

報告   

・集会所･危険箇所の安全点検 

・避難訓練の実施（各組集合場所確認 

・停電信号機（人の誘導対策）行政警察打

合せ 

 

要 配 慮 者 班 

・要配慮者(高齢者、障がい者)の避難

誘導 

・要配慮者の安否確認の指揮 

・要配慮者の把握 

・避難行動要支援者名簿の作成協力    

   

・避難支援の個別支援計画の作成 

安 全 点 検 ･防 犯 班 

・ブレーカー遮断の実施・ガス等の消

し忘れ防止の周知徹底 

・地域内の安全点検、倒木陥没 

・盗難等犯罪の防止 

・ 防災倉庫の防災資機材の管理・点検 

・地域内の巡回点検 （ブロック塀） 

・地域の危険物調査 （老木） 

・防犯訓練の実施  （提灯隊） 

物 資 班 

・炊出し 

・食料の分配 

・部農会の協力を得る 

・炊出し用具の確保と訓練 

・米・水・食料（非常食）の確保 

・伊豆村の駅との協定書確認 

 ※協定内容は「資料編６」のとおり 

・軽トラック貸与（協力者名簿有り） 

・井戸水の確保（協力者名簿有り） 
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３ 地震発生時の時系列での各班の行動（発災直後～復旧期） 

＊災害発生時には昼夜を問わず安否確認・救出救助活動を開始する事を 

  基本とする。防災委員会は防災本部を公民館に立ち上げる。 

＊家庭、組内の安否確認をした後、自主防災活動に参加できる方は、公民館に集合 

ください。 

班 名 発災直後～数時間 
発災当日～ 

3 日程度 

3 日～ 

1 週間程度 
１週間以降 

町内会長 

(副会長) 

○自主防災活動の指揮 

○災害対策本部の運営(会長の補佐・代理) 

○防災玉手箱の開示 

委員長 

防災委員 

○会長の補佐、各班の統括 

○災害対策本部の設置 

○避難行動要支援者名簿の用意(副委員長両名避難所在宅者確認) 

○世帯台帳・人材台帳の用意 

○市災害対策本部への被害報告 

○避難所運営本部との連携 

 ○防災玉手箱の開示 

情報・ 

啓発班 

○地域の被害状況の把握・伝達 

○避難所運営本部との連絡調整 

○市災害対策本部からの情報伝達 

○正確な情報提供によるデマ防止 

○他自主防災組織との連絡調整・連携 

○防災玉手箱の開示 

消火・ 

生活班 

（物資班） 

○出火場所の確認 

○消火活動人員の割振り、活動指示 

○消防署への連絡 

○炊き出し及び備蓄食料の調達 

○飲料水・生活必需品等の調達・配分 

救出・ 

救助班 

○要救出者の確認（黄色ハンカチ作戦より） 

○救出人員の割振り・救出指示 

衛生・ 

救護班 

○搬送人員の割振り 

○重傷者・中等 

症者の搬送    

○軽症者の応急処置 

○食中毒・伝染病の予防（消毒液） 

○し尿処理対策の実施 

○ごみの収集処分 

避 難 誘 導

班 

○避難誘導の指揮 

○安否確認情報の収集 

○安否不明者の取りまとめ・指示 

○在宅避難者の把握 

要配慮者班 

○要配慮者(高齢者、障がい者)の避難誘導 

○要配慮者の安否確認の指揮 

○要配慮者の生活状況の把握 

安全点検・

防犯班 

○ブレーカー遮断の実施・ガス等の消し忘れ防止 

  町内放送又はハンドマイクで連絡体制構築 

○地域内の安全点検 

○盗難等防犯の防止（提灯隊） 

避難所 

担当（中郷

西中） 

○避難所開設 

○避難所運営 
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第４章 災害発生時の行動 

１ 地震発生時の行動 災害時に各家庭では、次のフロー図のとおり行動する 

 

 

 

 

身の安全の確保 

3 つの安全確保行動 1-2-3 

地震(災害)発生 

身の回りの状況確認（揺れがおさまる） 

○火元の確認 ○家族の安全確認 ○靴を履く ○出口の確保 

情報収集・隣近所の状況確認 

○ラジオをつける！ ○同報無線を聞く ○各家庭で黄色いハンカチ

を表示して隣近所の被害状況確認 

組単位で１次避難場所に集合し安否確認をする。 

   組内で連絡の取れない家庭を訪問し安否確認する      

〇状況に応じて初期消火・救出・救助をする 

〇安否・被災状況を防災本部（公民館）に連絡する 

 

→安久自主防災員・防災組織編成員・防災活動の出来る町民は公民

館に集合 地域で協力した防災活動を行う 

○初期消火 ○町民の安否確認 ○救出・救助 

○救護活動 ○高齢者等の避難支援 ○避難所開設 

安久公民館（王子神社境内）に自主防災本部設置 

ガスの元栓閉める 

電気のブレーカーを落とす 

 

 

自宅が無事・余震でも大丈夫か確認 自宅が焼失・全半壊 

指定避難所(中郷西中学校)の 

グラウンドに避難 

体育館で避難 

 

自宅で避難生活 

〇プライバシーが確保できる 

〇食料や布団等の生活物資が 

備わっている 

 



16 

 

２ 風水害時の行動 

 暴風雨時に市災害対策本部から避難情報が発令されたら、次のフロー図のとおり避難対

象者に避難情報を伝達します。 

 

（１） 避難情報伝達の流れ（マイ・タイムラインの活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※弱者の対応を考慮する 

（２）避難対象地区 浸水想定区域（ハザードマップのとおり） 

（３）避難行動の種類 

区分 避難場所 説明 

立ち退き避難 

(水平避難) 

中郷西中学校、知人

宅など 

その場を立ち退き、近隣の少しでも安全な

場所に一時的に避難すること 

屋内安全確保 

(垂直避難) 

自宅などの居場所 自宅などの居場所や安全を確保できる場

所に留まること 

自宅の２階、居住建

物の高層階 

切迫した状況において、外への避難が危険

なため、屋内の２階以上に避難すること 

命を守る為、状況が悪くなる前に家庭内でまたご近所と早期避難を決断する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市
か
ら
会
長
に
避
難

情
報
の
電
話
連
絡 

副
会
長
・
防
災
委
員

が
公
民
館
に
参
集 

対
象
世
帯
は
避
難
行
動
開
始 

指
定
緊
急
避
難
場
所
（
公
民
館
又
は 

 

中
郷
西
中
学
校
）
等
に
避
難 

又
は
屋
内
安
全
確
保 

同
報
無
線
（
防
災
ラ
ジ
オ
）
・

メ
ー
ル
・
テ
レ
ビ
ほ
か 

避
難
対
象
世
帯
に
伝
達 

組
長
に
伝
達 
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（４）避難情報と住民に求められる行動（ヘルメット着用） 

避難情報 立ち退き避難が必要な住民に求められる行動 災害の切迫性 

自主避難 

●市から避難指示等が発令されていない場合でも「自

らの命は自ら守る」という心構えで身の危険を感じた

ら自主避難すること。（近所にその旨連絡する） 

●指定緊急避難場所に避難するときは市に連絡すること。 

 

 

 

 
 

高齢者等避

難 

 

●高齢者、障害者等の要配慮者は、立ち退き避難する

こと。自らを支援してくれている人に連絡をするこ

と。 

●その他の方は立ち退き避難の準備をすること。 

●状況に応じて自発的に立ち退き避難する。 

避難指示 

●立ち退き避難中の人は、確実に避難を完了するこ

と。 

●危険な場所から全員避難 

緊急安全確

保 

●命の危険、直ちに安全確保 

 

※指定緊急避難場所への移動が、かえって危険と判断する場合には、近隣の安全な場所

への避難や屋内での安全確保を行う。 

 

（５）各家庭及び自主防災会で風水害当日に心がけるべきこと 

災害情報･避難情報を取

りにいくこと  

・同報無線は聞こえない 

→市民メール・防災ラジオ・テレビ・市ＨＰ、ＳＮＳ

等で情報を取得、 スマホ持参の方は LINE に参加

して情報を得る 

・気象情報に注意する 

早めの避難を心がけるこ

と 

ピーク時には避難しない 

→道路が冠水し危険であるため移動できない 

 

 

＊安久橋下の水位と安間樋管（関係者のみ）の水位がスマホで検索できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高

高 

【テレビ・スマホで川の水位や避難情報が見られます】

す！】 

ＮＨＫ→リモコンのｄボタン 

→水位・雨量情報や避難情報 

        

 防災ラジオ 1 台            

（￥1,000）  

 危機管理課で販売中 
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（６）自主防災組織に求められる行動（タイムライン） 

 気象情報・避難情報 自主防災組織の活動 

 

-72H 

-48H 

 

-24H 

 

-12H 

 

 

 

 

 

 

-6H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3H 

 

 

-2H 

 

-1H 

0H 

 

○台風の進路予報 

 

 

 

◇大雨注意報、洪水注意報 

 

◇大雨警報、洪水警報 

 

 

 

 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇土砂災害警戒情報 

【警戒レベル４】避難指示 

 

 

 

 

◇大雨特別警報 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

※必ず発令される 

情報ではない 

●ハザードマップによる地域の危険個所の把握 

●情報収集（テレビ、ラジオ、インターネットなど） 

●早めに災害に備えるよう周知を図る 

●連絡体制の確保（町内会・組長・住民） 

・町内会長から自主防災委員並びに組長等へ連絡 

・自主防災組織内の連絡、土のう等の準備 

●避難行動要支援者への対応 

・組長を通じた避難行動要支援者への声かけ、避難の 

意思確認 

●自主防災本部に役員参集 

●指定緊急避難場所（公民館）の開設準備 

・住民の受入れ準備 

・市から町内会会長あてに避難情報の入電 

 

●近隣（組長等）への呼びかけ 

・近所への声かけや避難  

・近所の行動を確認 

●避難行動要支援者の避難支援 

●指定緊急避難場所（公民館）の運営 

・避難者の受入れ、対応 

●指定緊急避難場所（小中学校・高校）の運営 

・現地配備員（市職員）と連携し、避難者の対応  

・簡易無線等による情報共有 

●地域の水防活動 

・消防団を中心に危険な場所や地域の見回り 

●近隣の安否確認 

・近所の相互確認   

・各家の避難状況の確認 

●自主防災組織による避難の判断や避難誘導 

 

 気象情報・避難情報 

解除後 

●指定緊急避難場所（公民館）、 

指定緊急避難場所（小中学校・高校）の閉鎖 

・避難行動要支援者の支援 

●町内の巡回 

・被害箇所の確認 

・市への報告 

●災害対応の意見聴取、地区防災計画の修正 
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３ 各避難所運営本部と自主防災本部との連携 

市災害対策本部から紙ベースでの情報や救援物資は、市内 23 箇所の避難所運営本部を

基点とし、自治会ごとの各自主防災本部を経由して各世帯に伝達、支給されることとな

り、自主防災本部と指定避難所との連携が重要です。避難所運営本部は、関係する自主防

災組織からそれぞれ役員を選出し、運営します。 

※ 在宅避難者の状況は、各自主防災本部で把握し、避難所運営本部を通じて市災害対策

本部に報告し、支援を受けます。 

 

＊水害時、三島南中学校に避難可能 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

中郷西中学校 

各自治会 各自治会 

各避難所 

運営本部 

23 箇所 

市災害対策本部 

各
世
帯 

自主防災本部 

(地区公民館・公園等) 

報
告
・

要
請 

情
報
伝
達
・

支
給 

避難者 

避難者 

避難者 

避難者 

避難者 

避難者 

各
世
帯 

各
世
帯 

各
世
帯 

各
世
帯 

各
世
帯 

指
定
避
難
所(

中
郷
西
中
学
校) 

自主防災本部 

(地区公民館・公園等) 

簡易無線 簡易無線 

在宅避難者（車中泊・自宅・

公園泊等）を含む。 

【町内会長宅で保管】 
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安久災害対策本部の設置 

（１）概要 

A. 設置の基準 

地震 ・市内の震度 5 強以上のとき 

・南海トラフ地震に関する情報が発表され市長の指示があるとき。 

水害 ・市災害対策本部から高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保が発

令されたとき 

・自主避難者があるとき 

   

B.場所・参集 

場所 安久公民館洋間 

参集要因 ・自主防災組織編成表に記載された委員は、災害対策本部に参集す

るものとする。 

・設置基準に従い、集合連絡の有無にかかわらず、自らの安否、家

族の安否を確認後、速やかに災害対策本部に集合する。 

 

  C.災害対策本部長の役割 

災害対策

本部長 

・災害対策本部の町内地図の前に常駐し、必要な指示・決定を行

う。必要に応じ現場（人命に係る案件）の確認、指示、決定をす

る。 

・やむを得ず離籍する際は必ず代理者を指名して、町内地図前に常

駐させること。不在厳禁とする。 

副本部長

と防災委

員長 

・町内会長（災害対策本部長）の補佐をする。 

・町内会長が不在の際は代理として指示・決定を行う。 

 

（２）防災玉手箱の活用 

A. 導入のメリット  

・災害対応に当たる多くの町民が活動の手順を確認することが出来る。 

・災害時に実際に集まった町民の中で役割分担を決める仕組み作りが出来る。 

・町内の被害の状況を地図に落とし、組織的に対応できるようにする。 

B. 内容   

・説明書、各班マニュアル 役割分担表 

・安久地区防災計画書 

・町内組別地図 

・ペン、文具、ガムテープ、電池他 
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防災玉手箱           防災玉手箱に入っている説明書等   

 

 

（３）災害対策本部の行動 

Ａ．防災玉手箱を取り出す ・・・・公民館ステージ右側の棚より引き出し 

開封する 

 

B．使用説明書を先頭にすべてのシートを壁に貼り付ける  

 

Ｃ．役割分担を決める ・・・・基本は編成表に基つき選出する。 

               班長不在の時は参集した役員から一時的な選出を行

い、班長が来るまで代理とする。 

 

Ｄ．決定後、随時、各班の行動開始  

 

Ｅ．中郷西中学校に避難所担当を 8 名（前年度町内会長含む）選出   

 

Ｆ．前年度町内会長をリーダーに中郷西中学校へ集合する   
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４ 医療救護の方法 

各家庭、災害対策本部では、傷病者が発生したときには、市民トリアージにより怪我の

程度を判別し、それぞれ指定の病院への搬送、または応急手当を実施する。 

（１）災害時の傷病者の搬送先（市内で震度６弱以上のとき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市民トリアージの実施方法 

・市民トリアージは、市民が「市民トリアージ表」に従い、①から順番に判別して、

色のテープによる傷病者を判定します。迷ったら、重症の方を判定します。 

・救護所、救護病院などでは医師が再度、正式なトリアージを実施します。 

：重症者（最優先で搬送し、治療が必要な方） 

→災害拠点病院、救護病院へ搬送 

：中等症者 →救護病院、救護医院、救護所へ搬送 

：軽傷者  →救護医院、救護所へ搬送 

：生命兆候がないと判断された者 →北上公民館へ搬送 

市民トリアージ表（ＮＰＯ法人災害・医療・町づくり HP 抜粋） 

 

重症患者（赤） 

・歩行不可 

・呼吸なし又は過呼吸 

・意識なし 

中等症患者（黄） 

・歩行不可 

・呼吸安定 

・意識確認可 

軽症患者（緑） 

・歩行可能 

軽易な傷病者（緑） 

災害拠点病院 
 JCHO 三島総合病院 

救護病院 
 JCHO 三島総合病院

三島東海病院 
 三島中央病院 

救護医院（15 医院） 
別表のとおり 
救護所 
順天堂保健看護学部 
西小学校・錦田小学校 
中郷西中学校 

自主防災本部で対応 

亡くなった方（黒） 北上公民館 

赤テープ 

黄テープ 

黒テープ

で 

 

 

緑テープ 

市
民
ト
リ
ア
ー
ジ
に
よ
る
判
別 
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別表 救護所･救護医院等一覧 

 
⑴ 災害拠点病院

① 975－3031 谷田字藤久保2276

① 975－3031 谷田字藤久保2276

② 972－9111 川原ヶ谷264－12

③ 971－4133 緑町1－3

⑶ 救護医院　…15医院

① 971－3653 泉町12－35

② 972－0711 南本町4－31

③ 975－0559 栄町1－23

④ 972－8811 北田町4－14

⑤ 975－0785 南町8-8 

⑥ 981－3211 加茂川町22－14

⑦ 986－1075 幸原町2－3－1

⑧ 986－8690 徳倉2－4－13

⑨ 987－1550 萩188

⑩ 977－3115 梅名442－3

⑪ 977－3770 中島67

⑫ 977－0030 長伏226－1

⑬ 976－2555 松本4－6

⑭ 977－1413 大場82－2

⑮ 973－0882 八反畑120－7

⑷ 救護所

① 975－0054 谷田966

② 975－0416 緑町7-7

③ 977－4707 梅名854-1

④ 991－3111 大宮町3丁目7-33

【中郷地区】

JCHO三島総合病院

⑵ 救護病院

JCHO三島総合病院

三島東海病院

三島中央病院

鈴木整形外科医院

三島メディカルセンター

山口医院

川崎内科医院

がくとう整形外科クリニック

【旧市内】

錦田小学校

西小学校

中郷西中学校

辻林内科

芹沢病院

とくら山口医院

渡辺整形外科

後藤医院

三愛医院

【北上地区】

順天堂大学

高野内科循環器科クリニック

川島胃腸科・外科クリニック

斉藤医院

三島共立病院
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５ 避難所の運営 

避難所の運営は、市が作成した市内統一の三島市避難所運営基本マニュアルに従い、避

難対象の自主防災組織が連携して行います。 

 

 

 

【マニュアル・様式・ビブス等が保管してあるコンテナ】 

防災倉庫内に保管 
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第５章 平常時の取り組み 

１ 防災訓練・研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練の目的 実施内容 

災害対策本部の設置 
本部設置訓練、情報伝達訓練、災害図上訓練（イメージＴ

ＥＮ） 

初期消火 
消火器訓練、可搬ポンプ操作訓練、バケツリレー 

消火器の定期点検 

安否確認 黄色いハンカチ作戦による安否確認訓練 

救出・救助 重量物除去訓練、防災資機材の定期点検 

医療救護活動 

ＡＥＤ操作訓練、身近なものを使った応急手当講習、通常

の担架搬送訓練、毛布による担架搬送訓練、市民トリアー

ジ講習 

高齢者・障がいのある

人等の避難支援 

避難行動要支援者の確認、車椅子、リヤカーによる避難訓

練 

生活支援 災害時のトイレ対策訓練、炊き出し訓練 

避難所の開設 避難所開設訓練、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ） 

                                               

  
                                                   

 

            

 

[班別防災訓練] 

４つのポイント 

① 訓練は、参加者が増えるよう楽しめるような要素を意識して企画すること 

② 訓練は、災害種別（地震・風水害）や訓練の目的を明確にして企画すること 

③ 訓練実施後には課題を話し合い改善に繋げること 

④ 中高生に役割を与え、若い活力を引き出すこと 
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２ 各家庭に対する啓発 

各家庭に対する啓発は、防災訓練や研修会の中で次の事項について計画的に行う。 

 

 テーマ 啓発のポイント 

重
点
実
施 

住宅の耐震化 特に昭和５６年以前建築の住宅の耐震化の促進 

家具類の固定化 家具の固定又は利用の少ない部屋へ家具の移動 

飲料水や食料の７日

分の備蓄 

食料はローリングストックを活用、飲料水は１人１

日３Ｌを７日分備蓄 

災害用トイレの対策 各家庭での携帯用トイレ、簡易トイレ、ビニール

袋、凝固剤等の備蓄 

家
庭
内
の
対
策 

感震ブレーカーの設

置の促進 

電力の復旧に伴う通電火災に備える『重要』 

家庭用消火器の設置 台所近くに設置すること 

安否確認用黄色いハ

ンカチ作戦 

黄色いタオル等の備え置き黄色いハンカチなどを掲

げ、我家は大丈夫！を周知 2 階以上は窓枠に掲げ

る 

非常用持ち出し袋の備え ヘルメット、ライト、ラジオ、予備電池 

寝室の備え 寝室の近くに履物、ライト、ラジオ、衣類、簡易テ

ント等の用意（特に履物は重要） 

家
族
間 

災害時の情報収集手

段の確認 

テレビ、ラジオ、市民メール、同報無線、ＳNＳ

等、ハザードマップ 

家族間の連絡手段 災害伝言ダイヤル１７１の活用、家族の集合場所及

び連絡方法 

子
供 

防災クイズ 町内のイベントなどの機会に基礎的な防災知識をク

イズ形式で啓発 

地
震
・
風
水
害
対
策 

地域の危険箇所を把

握 

ハザードマップや三島市ＨＰで危険な箇所を確認し

て、避難対象の地区はどこか確認 (道の陥没、倒

木、ブロック塀状態) 

避難場所や避難経路

を確認 

避難対象地区の避難場所や避難経路を確認し、避難

経路で土砂災害が発生しないか、浸水して通れなく

ならないか確認 用水路への転落防止目印設置 

地域内での連絡方法

の確認 

市→町内会長→防災委員→避難対象世帯（各町内で

明確にする）の連絡網の構築 

 

【防災訓練】 

 

家具の転倒防止や感震ブレーカーの設置は市の補助金を活用しましょう 
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第６章 活動計画 
 

「安久地区防災計画」の実行性を高めるため、平常時から定期的に会合や防災訓練を実施

し、定期的に計画を見直します。 

 

 

 

 

                         

時 期 毎年行うこと 

４月 防災委員の定例会    消火・生活班の編成員研修 

５月 防災委員の定例会    情報啓発班の編成員研修 

  6月 防災委員の定例会    救出・救護班の編成員研修 

7月 防災委員の定例会    衛生・救護班の編成員研修 

8月 防災委員の定例会    避難誘導班の編成員研修 

９月 防災委員の定例会    要配慮者班の編成員研修 

10月 防災委員の定例会    安全点検・防犯班の編成員研修 

11月 防災委員の定例会    物資班の編成員研修 

12月 防災委員の定例会    自主防災組織編成員の全体訓練 

1月 防災委員の定例会 

2月 防災委員の定例会 

3月 防災委員の定例会 

優先

順位 
課題を解決するために今後行うこと 時期 

１ 避難行動弱者認識確定 常会確定即 

２ 上記弱者支援者確定 〃 

３ 新年度世帯台帳作成 〃 

４ 新年度人材台帳作成    〃 

５ 町内会役員及び自主防情報共有 毎月 

6  風水害行動規約及機材人材検討 適宜 

7 中学生防災訓練お願いと指導 編成班訓練時 

8 中郷西中避難所運営訓練 年1回 

9 自主防委員の個別訓練 毎月 
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資料編１ 災害情報の収集方法や連絡先 

１ 最寄りの避難所等の情報収集 

アプリ名 概要 入手方法 

静岡県総合 

防災アプリ 

各種緊急情報の通知、ハザ

ードマップの確認、平時の

防災学習や避難トレーニン

グまで、災害時に幅広く役

立つアプリ 上記 QR コードでアクセス 

２ 気象情報の収集 

テレビ、ラジオのほか、下記のサイトで気象情報等を入手することができます。 

サイト名 概要 URL 

国土交通省 

川の防災情報 

全国の雨量、河川水位、積

雪情報などをリアルタイム

で公開 

https://www.river.go.jp/porta

l/#80 

静岡県土木総合 

防災情報 

（サイポスレーダー） 

静岡県の気象情報、雨量、

河川水位、観測地点のライ

ブカメラ映像など 

http://sipos.pref.shizuoka.jp/ 

気象庁 
気象庁が発表する気象情

報、地震・津波情報を掲載 

http://www.jma.go.jp/jma/in

dex.html 

静岡県の土砂災害情報 

土砂災害危険個所マップ、

土砂災害警戒区域、特別警

戒区域マップなど掲載 

http://www.pref.shizuoka.jp/

kensetsu/ke-

350/sabouka/dosyasaigaijo

uhoumap.html 

３ 市が発信する避難情報等の情報収集 

サイト名 概要 登録、受信方法など 

みしまるホッと

メール 

三島市が行っている登録制

のメール配信サービス。避

難情報や災害等に関し緊急

情報を配信する。また、防

犯情報やイベント･お出かけ

情報 など、様々な情報を選

択して受信することが可

能。※登録は無料ですが、

メールの送受信は負担とな

ります。  

【登録方法】 

下記アドレスかＱＲコードで空メール

を送信して登録 

・メールアドレス 

mishima-

entry@sbsrelief.isseimail.jp  

・ＱＲコード 
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三島市地震・防

災情報トップ 

三島市公式ホームページ内

の地震防災情報に関するペ

ージ。 

三島市災害情報 検索 

 

ライン 三島市公式ライン 

三島市公式ライン 検索 

 

フェイスブック 三島市公式フェイスブック 

三島市公式フェイスブック 検索 

 

ツイッター 三島市公式ツイッター 

三島市公式ツイッター 検索 

 

ＦＭラジオ 
災害時に三島市が発信する緊

急情報をＦＭ局が放送。 

ＦＭみしま・かんなみ  

77.7ＭＨｚ 

同報無線 

（声の広報） 

市内に設置している屋外スピ

ーカーを用いた音声放送。 

【同報無線テレフォンサービス】 

同報無線（声の広報）で放送した内容

（過去 24 時間以内）の放送内容を

電話で確認できます。 

・フリーダイヤル 

0120-212184（通話料無料） 

・フリーダイヤルが利用 

できない場合 

055-975-2121（通話料有料） 

防災ラジオ 

同報無線（声の広報）を受信

できる「防災ラジオ」を販

売。 

 

危機管理課にて１台 1,000 円で販売 

①AM・FM・同報無線が受信可能で

す。 

②同報無線の自動受信、ラジオ放送の

自動切換えができます。 

③電源は単三乾電池 3 本、家庭用

AC 電源（100V）どちらも可能で  

す。 

④LED ライト付きです。 
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４ 緊急時の連絡先 

施設 要請、問い合わせ 電話番号 備考 

三島市 

危機管理課 

【三島市災害対策本部】 

被害状況や避難情報等の市の

対応等 

055-983-2650  

三島市 

健康づくり課 

【三島市医療救護対策本部】 

医療救護病院、救護医院、救

護所について 

055-973-3700  

富士山南東 

消防本部 

三島消防署 055-972-5800  

災害テレホンサービス 

火災や救助などの情報 

055-983-0105  

救急テレホンサービス 055-983-0116  

火災や救急要請 119  

三島市社会福

祉協議会 

【市災害ボランティア本部】 

被災者が必要としている支援

やボランティアの募集 

055-972-3221  

三島市水道課 
断水の復旧状況や水道管の破

裂等 

055-983-2659  

三島市 

下水道課 

下水道の復旧状況や下水道管

の破裂等 

055-983-2661  

東京電力 

カスタマー 

センター 

停電の復旧状況や電線の切

断・垂れ下がり等 

0120-995-007 平日・休日問

わず 24H 対応 

 

静岡ガス㈱ 

東部支社 

ガス供給の復旧状況やガス漏

れの発見等 

055-972-2811  

株式会社 

NTT 西日本 

公衆電話等の機器の故障、電

話線の切断・垂れ下がり等 

113 平日・休日問

わず 24H 対応 

三島警察署 交通規制情報や犯罪の予防 055-981-0110 代表電話 

伊豆箱根鉄道

㈱ 
鉄道の運行状況 

055-977-1201  

㈱FM みし

ま・かんなみ 
コミュニティエフエム 

055-981-8600  

国土交通省 

沼津河川国道

事務所 

国の河川や道路の管理 

055-934-2001  

静岡県沼津 

土木事務所 
県の河川や道路の管理 

055-920-2202  

静岡県 

東部地域局 
県東部地域の災害対応 

055-920-2180  
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資料編２ 防災資機材や備蓄食料 

１ 防災資機材や備蓄食料一覧 2021 年 

 

上
防災倉庫

中
防災倉庫

南
防災倉庫

下
防災倉庫

西
防災倉庫

電池メガホン 1 4 2 1 1

簡易無線機 0 5 0 0 0

街頭用消火器・格納庫 0 3 5 0 0

ホース 6 7 6 4 11

バケツ 5 2 2 4 5

C型可搬式ポンプ 1 1 1 1 1

バール 0 2 1 0 2

折りたたみ椅子 4 0 0 0 0

のこぎり 1 1 1 1 1

掛矢 2 2 1 2 2

斧 1 1 1 1 0

スコップ 2 2 2 2 2

つるはし 1 1 0 1 1

マニラロープ（1.5×20m） 2 2 2 2 2

エンジンチェーンソー 0 2 1 1 1

アルミ脚立RD15 1 1 1 1 1

アルミ二連梯子 0 0 0 0 0

油圧ジャッキ（6屯） 2 2 0 2 2

両口ハンマー3.5k 2 2 2 2 2

テコバール125×1800 1 2 2 3 0

担架 1 1 1 0 1

救急箱（救急セット） 2 1 1 2 1

発電機一式（コード・スタンド） 1 2 1 1 1

投光器 1 1 1 1 1

腕章 0 0 0 0 0

釜・かまど 0 0 1 0 0

簡易トイレ 2 2 2 2 2

竹 0 4 2 0 0

毛布 0 11 1 0 0

大型釜 0 1 1 0 0

かまど（炊き出し用） 0 0 1 0 0

簡易トイレ（大） 0 2 0 0 0

簡易トイレ（中） 0 0 0 0 0

ヘルメット 0 25 0 2 1

コードリール 0 2 1 1 0

金バケツ 2 6 20 4 0

混合燃料（長期保存用）１ℓ缶 2 1 2 0 0

トランシーバー 2

パワーギア 1

小型ヘッドライト 4

サーチライト 2

災害多人数救急箱２０人用 1

ワカメご飯 1箱

梅ジャコご飯 1箱

生命のパンあんしん 14

田舎ご飯 3箱

ワカメスープ 2箱

クサビ 8

角　(中) ９０×９０ 2

避難生活用資機材

その他

情報伝達用資機材

初期消火用資機材

障害物除去用資機材

救護用資機材
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資料編３ 風水害の基本的な知識 

１ 避難情報の種類 

種類 住民に求める行動 

高齢者等避難 ●避難行動に時間を要する人… 避難に時間を要する人（ご高齢の

方、障がいのある方、乳幼児等）は避難を開始しましょう。（避難支援

者は支援行動を開始）  

●通常の避難行動ができる人…いつでも避難ができるよう準備をし

ましょう。身の危険を感じる人は、避難を開始しましょう。 

避難指示 ●通常の避難行動ができる人…避難場所への避難をしましょう。ただ

し、ハザードマップ等で安全を確認できる場合には、親戚・知人宅へ

の避難について、普段から検討しておきましょう。また、避難場所へ

の移動がかえって危険と判断する場合は、屋内での安全確保（安全を

確保できる場所に留まる、又は屋内の２階以上の安全を確保できる高

さに移動する）を行いましょう。  

緊急安全確保 

※必ず発令さ

れる情報では

ない 

既に災害が発生、又は切迫した状況です。 

●既に避難中の人…避難行動を直ちに完了しましょう。  

●避難していない避難対象の人…直ちに自らの命を守る最善の行動

をとりましょう（屋内の２階以上や斜面と反対側の部屋に逃げるな

ど）。  

２ 警戒レベルととるべき行動（タイムライン） 

  
災害発生

又は切迫
警戒レベル５

緊急安全確保

市発令の

避難情報

●命の危険！　避難を開始している場合

には直ちに避難を完了する。

●避難していない場合には直ちに命を守

る最善の行動をとる。

●自分の状況を家族や親せき等に

　連絡しましょう。

避難対象区域の方は、

この時点までに

　　全員避難！
□

三島市地震・防災情報

（市ホームページ）

◇大雨特別警報 □

◇氾濫発生情報

全
員
避
難

災害のおそ

れの高まり

◇氾濫危険情報

◇土砂災害警戒情報 ●避難情報の収集手段警戒レベル２で確認

警戒レベル４

避難指示

市発令の

避難情報

□
みしまるホッとメール

（市民メール配信）

□
警戒レベル４

避難指示
避難所に向かうなど、自宅の外に

避難する場合は、雨が強くなる前

や暗くなる前に避難することを心

がけましょう。

市からの避難情報の発令をチェック

して、避難を開始しましょう。

警戒レベル３

高齢者等避難

市発令の

避難情報
警戒レベル３

高齢者等避難
□

□　上記以外で、自宅が浸水想定

　　区域または土砂災害警戒区域

　　等のエリア内にある場合

□

□

□□　高齢者や妊娠中の方、小さな

　　お子様連れの方など、避難に

　　時間を要する場合避
難
開
始
時
期

災害発生の

おそれ
◇氾濫警戒情報 □

避難先②：

避難方法：
いざ避難するとき、慌てることが

ないように「戸締まりをする」な

ど、具体的な行動をまとめましょ

う。◇大雨警報

　（土砂災害、浸水害）

　洪水警報、暴風警報

避難にかかる時間：

●避難する際の注意点を考えま

　しょう。
●避難開始のタイミング

□　自宅が「早期の立退き避難が

     必要な区域」のエリア内にあ

      る場合

●避難する場所　　　　 □

大雨時に避難することをふまえ、事

前に避難先や避難方法を決めておき

ましょう。

□

□
避難先①：

□

□自宅が「早期の立退き避難が必要

な区域」のエリア内にある
　
大
雨
の
お
そ
れ

重大災害の

兆候
□□　はい　　□　いいえ

警戒レベル２

大雨・洪水注意報

気象

情報

大雨発生の

可能性

警戒レベル１

早期注意情報

気象

情報 □
浸水の深さ：

□
土砂災害：

　
平
常
時

気象・避難情報 避難の準備・確認 避難のポイント

●ハザードマップの確認 ●台風や大雨を想定し、雨が強

　くなる前に必要な事前準備を

　考えましょう。

○台風の進路予報
総合防災マップや洪水ハザードマッ

プで自宅周辺の災害リスクを確認し

ましょう。
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資料編４ 地震（震度階級） 

１ 地震（震度階級） 

（気象庁「震度と揺れ等の状況（概要）」から抜粋して作成） 

 

資料編５ 災害時の備え 

１ 備蓄品・非常持ち出し品 

 

震度 

階級 
状況 

震度 
階級 

状況 

震度 

０ 
人は揺れを感じない。 

震度 

５弱 

大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと

感じる。棚にある食器類や本が落ちることが

ある。 

震度 

１ 

屋内で静かにしている人の中に

は、揺れをわずかに感じる人がい

る。 

震度

５強 

物につかまらないと歩くことが難しい。固定

していない家具が倒れることがある。 

震度 

２ 

屋内で静かにしている人の大半

が揺れを感じる。 

震度

６弱 

立っていることが困難になる。固定していな

い家具の大半が移動し、倒れるものが多くな

る。 

震度

３ 

屋内にいるほとんどの人が揺れ

を感じる 

震度

６強 

這わないと動けない。固定していない家具の

ほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 

震度

４ 

ほとんどの人が驚く。 

電灯などのつりさげ物は大きく

揺れる。 

震度

７ 

耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建では、

倒れるものが多くなる。 
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２ 災害時のトイレ対策 

 

３ 避難行動要支援者 

（１）避難行動要支援者とは 

   「災害時に、自力で避難することが困難で、避難所へ避難する際に家族以外の第三

者による支援を必要とする方々」を言います。三島市では、在宅で生活し、下記のいず

れかに該当する方を避難行動要支援者として定めています。 

  ① 要介護認定３～５の方        ② 身体障害者手帳１～２級の方 

  ③ 精神障害保健福祉手帳１～2 級の方  ④ 療育手帳Ａ判定の方 

  ⑤ 難病患者の方  ⑥一人暮らし高齢者（80 歳）以上又は高齢者のみの世帯 

  ➆ 自治会が支援の必要があると認めた方 

 

 



35 

 

資料編６ 伊豆村の駅との協定書 
 

 

大規模災害時における施設の提供等に関する協定 
 

三島市（以下「甲」という。）と株式会社村の駅（以下「乙」という。）及び安久町内会（以

下「丙」という。）は、地震、風水害等による自然災害が発生し、または発生することが予

想される場合（以下「大規模災害時」という。）において、必要な施設の使用等に関し、次

のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、大規模災害時における施設の使用及び食料、飲料等（以下「食料等」

という。）の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請の内容） 

第２条 甲は、大規模災害時において必要があると認められるときは、乙に対し、次の施

設の使用を要請するものとする。 

施設名 施設の場所 使用する施設 

伊豆・村の駅 三島市安久 322番地の 1 店舗、駐車場、設備 

（要請の方法） 

第３条 甲は、乙に対し前条の施設の使用について、「大規模災害時における施設の使用に

関する要請書」（様式第１号）により要請するものとする。ただし、当該要請書により要

請することが困難な場合は電話等で要請し、その後速やかに当該要請書を送付するもの

とする。 

（要請に基づく措置） 

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の業務に支障のない範囲において、施設の

使用に協力するものとする。 

（費用負担） 

第５条 第 2 条で規定する施設の使用は無償とする。ただし、施設の使用により実費が生

じた場合又は復旧が必要となった場合には、その負担について甲乙双方協議の上決定す

るものとする。 

（避難誘導の協力） 

第６条 当該施設内に滞留旅客等が発生し、指定避難所への避難誘導が必要である場合に

は、丙は可能な範囲で協力するものとする。 

（食料等の提供） 

第７条 乙は、丙から乙が販売している食料等の提供及び防火水槽の利用の要請があった

ときには、可能な範囲において、営業が再開するまでの間、協力するものとする。 

２ 前項の要請は、「大規模災害時における地域住民への食料等の提供に関する要請書」（様

式第 2 号）により行うものとし、当該要請書により要請することが困難な場合は電話等

で要請し、その後速やかに当該要請書を送付するものとする。 

３ 第 1 項の要請により提供する食料等は、乙が認める食料品とし、原則無償で提供する

ものとする。 

４ 提供を受けた食料等の近隣自治会への支給は、丙が行う。 
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（協定の効力） 

第８条 この協定は、協定締結日からその効力を有するものとし、甲乙丙いずれかから文

書による協定解除の通知がない場合、その効力を持続するものとする。 

（疑義の解決） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度

甲乙丙協議して定めるものとする。 

 

 上記の協定の成立を証するため、本書 3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1

通を所持する。 

 

 

 

 

平成３１年２月１５日 

 

 

 

        甲 三島市北田町４番４７号 

                

 

三島市長 

 

 

 

 

        乙 三島市安久３２２番地の１ 

               

          株式会社村の駅 

 

               

 

 

 

 

        丙 三島市安久２８７番地 

 

          安久町内会 

 

会長   
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様式第１号（第 3条関係） 

 

年  月  日 

 

株式会社村の駅 様 

 

三島市北田町 4番 47号 

三島市長  

 

大規模災害時における施設の使用に関する要請書 

 

 このことについて、大規模災害時における施設の提供等に関する協定第３条の規定によ

り、下記のとおり要請します。 

 

三島市担当者の 

連 絡 先 

 

所属 

氏名              

 

電話     －   － 

携帯電話   －   －   

口頭、電話等に 

よ る 連 絡 日 時 

    年   月   日（  ）  時  分 

担当者  

要 請 理 由 

 

使 用 す る 施 設 

伊豆・村の駅 

□店舗   

□駐車場   

□その他（             ） 

使用する期間（予

定 ） 
年  月  日～  年  月  日 

備    考  
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様式第２号（第 7条関係） 

 

年  月  日 

 

株式会社村の駅 様 

 

安久町内会 

会長  

 

大規模災害時における地域住民への食料等の提供に関する要請書 

 

 このことについて、大規模災害時における施設の提供等に関する協定第７条第１項の規

定により、下記のとおり要請します。 

 

記 

安 久 町 内 会 

担 当 者 の 

連 絡 先 

 

氏名              

 

電話     －   － 

携帯電話   －   －   

口頭、電話等に 

よ る 連 絡 日 時 

   年   月   日（  ）  時  分 

担当者               

要 請 理 由 
 

要 請 す る 内 容 
□食料・飲料等の提供 

□防火水槽の利用 

備    考 

防火水槽を利用する際は、安久町内会で発電機を持参する

こと。 

 

 

 


